
情報公表システムにおける留意事項について   

情報公表システムの記入漏れ等による差戻しが多く発生しています。調査票を提出される前

に必ず内容を全てご確認いただき、記入漏れがないか確認された上で、当課へのご提出をお願

いします。また、差戻しのまま公表されていないケースも多く発生しています。情報公表シス

テムにより事業者の情報を市に報告した後においても、差戻しの通知が届いていないか、ご確

認をお願いします。 

1. 事業所の連絡先について 

情報公表システムのパスワードの再発行の申請案内や差戻しの連絡については、下記の事

業所の連絡先に送付されます。システム上では「 任意」と表示されておりますが、必ず下記

にメールアドレスの入力をお願いします。 

 

 

 

２．差戻し内容の確認方法について 

まず、システムにログインをし、差戻し内容を確認します。（メールには具体的な差戻し内

容は記載されません。）調査票トップ画面の 状況」欄に 差戻し箇所を修正し再度提出し

てください。」と以下のように表示されます。 

   

 

任意とありますが、必ず登録をお願いします！ 

（システムからのメールが届きません。） 

 



 

また、各調査票の状況が 記入中」と表示されます。 記入中（警告あり）」と表示されて

いる場合は、市より 差戻し理由」が登録されています。また備考欄に市からの書き込みがあ

った場合、合わせて確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．財務諸表について 

令和６年度より、運営情報に財務諸表を掲載する項目が追加されました。財務三表（損益

計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表）はPDFまたはCSV形式でアップロード可能

ですので、忘れずに掲載願います。（計算書類をウェブ上で公開している場合は、そのURLを

貼付で可。）ただし、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収

支の内容がわかる簡易な計算書類でも差し支えないものとします。 

 

 



 

４．災害発生時（緊急時）の担当者の連絡先設定について 

  災害発生時の担当者の連絡先設定をお願いします。（事業所の連絡先と異なっていてもかま

いません。） 

 

５．介護サービス情報報告システムのマニュアルについて 

 

 

Webで公開している 

場合はURLを掲載 



 

参考 

・厚生労働省  介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について（通知）

（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001510966.pdf） 

より詳しいマニュアルは 

こちらに掲載されております。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001510966.pdf

